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豪
湾
に
於
げ
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
三

土
地
管
理
形
態

根

岸

勉

j合

結ー

i=i 

植
民
地
を
経
替
す
る
に
営
り
、
土
地
制
度
は
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
特
に
植
民
者
が
農
企
業
を
経
脅
す
る
場
合
、
土
地
制

度
に
依
り
制
限
さ
る
L

と
と
が
大
で
あ
る
。
植
民
考
が
農
企
同
を
粧
管
す
る
場
合
、
本
源
的
土
地
投
資
を
な
し
、
土
地
・
役
所
有
し
て

経
替
を
行
ふ
か
、
或
は
企
業
の
安
全
性
を
獲
得
す
る
範
聞
に
於
て
土
地
に
封
し
賃
借
の
如
く
或
る
種
の
支
配
棋
を
獲
得
す
る
か
は
研

究
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
植
民
地
問
費
土
、
植
民
者
が
土
地
所
有
者
と
た
り
、
企
業
経
替
を
た
さ
歩
、
間
早
純
地
代
取
得
者
と
な

る
は
許
さ
る
べ
き
事
で
は
・
な
い
。

事
局
に
於
て
は
人
口
が
調
密
で
あ
り
、
原
住
民
は
土
地
に
封
し
て
執
着
力
が
強
く
、
従
っ
て
植
民
者
の
土
地
獲
得
は
困
難
で
あ

る
。
蚕
轡
は
栽
杭
植
民
地
な
る
を
以
て
、
植
民
者
が
土
地
を
所
有
せ
ん
と
す
る
場
合
、
間
単
な
る
地
代
取
得
者
た
ら
ん
と
す
る
の
で
な

く
、
多
く
は
農
企
業
を
経
替
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
墓
障
に
於
け
る
土
地
制
度
は
如
何
な
る
特
殊
性
を
有
し
、
我
が
土
地

政
策
は
資
本
主
義
的
護
国
民
上
如
何
た
る
役
割
を
演
じ
た
か
。
而
し
て
内
地
人
は
如
何
な
る
方
法
に
て
土
地
を
獲
得
し
、
と
れ
を
支
配

し
て
ゐ
る
か
。
蓋
障
に
が
、
け
る
内
地
人
特
に
そ
の
中
枢
を
な
す
内
地
系
合
一
枇
の
土
地
所
有
閥
係
並
に
土
地
管
理
形
態
に
就
き
迷
ぺ
ん

養
母
に
於
け
る
内
地
系
曾
位
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態

九
九



麗
晴
海
に
於
け
る
内
地
系
曾
枇
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態

一0
0

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第

節

封
建
的
士
地
闘
係
解
鰻
と
資
本
主
義
的
某
礎
確
立

植
民
地
に
於
け
る
植
民
者
活
動
の
根
本
的
基
礎
は
土
地
獲
得
で
あ
る
が
、
そ
の
土
地
獲
得
並
に
土
地
所
有
は
栽
植
植
民
地
と
移
性

植
民
地
で
は
自
ら
そ
の
献
を
鼻
、
に
す
る
。
栽
杭
均
一
民
地
は
集
図
的
大
雨
積
を
要
す
る
が
、
獲
得
不
可
能
の
場
合
に
は
原
料
民
牧
に
侠

存
す
る
。
移
住
民
地
で
は
獲
得
皐
位
は
小
間
積
で
あ
る
が
、
土
地
所
有
は
必
要
紙
く
ぺ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
航
民
者
は
閥
有
地

柿
下
と
民
有
地
買
収
に
依
り
土
地
を
漉
作
す
る
が
、
そ
れ
に
は
所
有
曜
の
所
在
が
明
献
に
な
っ
て
ゐ
た
け
れ
ば
左
ら
な
い
e

特

κ原

始
的
土
地
共
有
制
の
場
合
に
は
そ
れ
を
分
割
し
て
近
代
的
私
有
制
と
す
る
と
と
が
楠
民
者
土
地
所
有
の
前
提
で
あ
る
。

嘉
崎
は
和
雨
、
邸
氏
、
清
朝
と
幾
費
還
を
経
た
る
を
以
て
、
土
地
制
度
は
複
雑
化
し
、
就
中
、
封
建
的
大
租
戸
制
度
が
あ
り
、
而

も
隠
岡
多
く
、
官
民
有
地
引
明
僻
乞
続
き
、
漢
族
は
蓉
放
を
「
覇
耕
侵
佑
」
し
た
る
を
以
て
「
割
界
選
民
」
し
、
民
審
有
地
も
混
然

た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
、
嘉
伸
縮
督
府
は
明
治
一
一
一
十
一
年
乃
歪
明
治
三
十
七
年
に
豆
り
土
地
調
茶
を
な
し
、
明
治
問
十
三
年

乃
五
大
庄
三
年
に
林
野
を
調
斉
し
、
大
.K
問
年
乃
五
大
豆
十
四
年
に
は
官
有
林
野
を
整
理
し
、
大
正
十
四
年
以
来
十
五
ヶ
年
檎
続
事

業
と
し
て
森
林
計
査
事
業
を
遂
行
ぜ
る
と
と
は
特
筆
す
ぺ
き
事
業
で
る
り
、
墓
簡
を
資
本
主
義
化
せ
し
む
る
基
礎
的
工
事
で
あ
る
。

斯
く
華
同
組
督
府
が
封
建
的
土
地
制
度
を
解
臆
し
て
土
地
所
有
権
の
所
在
を
明
確
に
し
、
と
れ
を
確
立
せ
る
と
と
は
資
本
的
企
業
家

の
進
出
を
可
能
に
し
、
憂
時
間
資
本
主
義
化
の
前
提
を
な
ぜ
る
も
の
で
あ
る
。

項
封
建
的
土
地
闘
係
解
瞳
ξ
耕
地
所
有
権
確
立

清
朝
時
代
豪
族
は
土
地
開
墾
の
権
利
を
獲
得
し
て
、
と
れ
を
大
租
を
得
て
賢
際
開
墾
粧
替
者
に
貸
卵
、
し
、
大
租
戸
は
地
租
を
政
府

に
納
付
す
る
。
小
租
戸
は
賃
借
地
を
小
租
戸
を
件
て
現
耕
個
人
に
轄
貸
し
、
大
租
戸
に
小
租
を
納
付
す
る
。
斯
る
封
建
的
土
地
制
度

は
構
利
関
係
が
不
明
確
で
弊
害
多
き
を
以
て
、
劉
銘
俸
は
光
紺
十
二
年
清
賦
事
業
を
行
ひ
、
土
地
丈
量
を
嬉
し
て
隠
回
を
整
理
し
、

第



小
柏
戸
を
業
主
と
認
め
、
大
租
倒
を
四
割
減
と
し
、
所
謂
「
減
問
印
刷
六
法
」
を
採
用
し
た
。
劉
銘
停
は
資
本
主
義
的
問
護
の
先
腕
在

-
な
し
た
が
、
成
功
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

領
長
昔
時
に
は
百
般
の
呆
礎
が
確
立
せ
や
、
土
地
に
閲
す
る
槙
利
関
係
が
明
確
を
扶
き
、
土
地
に
資
本
を
投
じ
、
点
附
業
を
開
殻

F

る
を
得
忽
か
つ
も
μ
。
牽
制
同
線
料
同
府
ハ
児
玉
線
材
、
後
藤
長
官
)
は
明
治
一
一
一
十
一
年
周
到
な
計
護
に
築
い
て
入
籍
と
地
籍
を
調
脊
し
、

特
に
L
L

地
調
布
は
阿
部
行
政
区
域
の
地
形
、
地
日
、
開
密
地
所
有
者
を
調
脊
し
、
七
年
聞
に
五
百
二
十
二
寓
闘
を
以
て
、
犬
山
相
跡
取
を

整
理
す
る
に
至
っ
た
。
即
ち
明
治
三
十
七
年
律
令
を
以
て
大
租
擢
を
消
滅
し
、
大
租
健
所
有
品
の
に
討
し
て
代
金
三
百
七
十
七
高
九
千

阿
百
七
十
九
附
十
六
践
を
公
債
及
び
現
金
に
て
補
償
し
た
。
而
し
て
公
債
受
領
者
は
利
用
法
を
知
ら
ざ
る
を
以
て
、
コ
一
百
二
市
内
闘
を

蓋
時
銀
行
皇
国
民
却
し
、
残
金
を
基
本
と
し
て
彰
化
銀
行
及
び
嘉
義
銀
行
等
を
創
設
し
た
。
と
と
に
地
主
資
本
の
金
融
資
本
へ
の
梓
換

を
見
る
と
と
が
出
来
る
。

か
く
封
建
的
大
租
小
租
閲
係
を
消
滅
し
、
小
租
戸
を
業
主
と
確
定
し
、
土
地
所
有
閥
係
を
単
一
明
確
に
し
た
。

と
れ
に
依
り
地
和

は
八
卜
六
高
七
百
六
閥
よ
り
二
百
九
十
八
禽
九
千
二
百
八
十
七
聞
と
な
り
、

一
躍
二
四
七
%
増
加
し
た
。
か
く
て
土
地
調
併
は
阿
部

田
畑
に
闘
し
て
地
理
地
形
を
明
に
し
て
治
安
上
の
便
を
件
、
隠
同
を
整
理
し
て
土
地
甲
教
を
増
加
し
、
日
つ
大
和
樺
を
消
滅
し
、
土

地
を
増
加
し
て
地
租
を
改
正
増
徴
し
て
財
政
上
増
牧
を
得
た
ば
か
り
で
な
く
、
土
地
権
利
闘
係
を
明
確
に
し
、
そ
の
取
引
を
安
全
に

し
て
経
済
的
利
径
を
招
来
し
た
。
と
の
経
情
的
利
袋
は
要
す
る
に
資
本
の
誘
引
で
あ
り
、
我
資
本
家
の
蓋
問
に
於
け
る
土
地
投
資
企

業
設
立
に
安
全
性
を
興
へ
た
と
と
で

b
る
。
竹
越
興
一
二
郎
氏
も
共
の
著
「
喜
一
轡
統
治
志
」
に
於
て
「
内
は
田
制
を
安
全
・
な
ら
し
め
て
外

は
資
本
家
を
し
て
心
を
安
ん
じ
て
岡
闘
に
放
資
せ
し
む
る
に
至
る
ペ
け
れ
ば
其
殻
果
は
永
へ
に
限
な
か
る
ぺ
し
」
と
云
っ
て
ゐ
る
。

か
く
て
土
地
調
奈
は
蓋
筒
資
本
主
義
化
の
前
提
で
あ
り
、
基
礎
工
事
で
あ
っ
た
。
蓋
し
、
と
の
土
地
政
策
は
地
租
牧
入
に
章
一
黙
を
泣

き
過
ぎ
と
れ
は
増
加
せ
る
も
、
内
地
農
民
移
植
の
た
め
、
優
良
耕
地
た
保
留
せ
ざ
る
等
の
非
難
は
あ
る
も
日
本
航
民
史
上
顕
著
た
成

功
の
一
と
稿
す
べ
き
で
あ
る
。

事
湾
に
於
け
る
内
地
系
舎
祉
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態

O 



奈
ぃ
臓
障
に
於
け
る
内
地
系
曾
枇
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態

。

第

ニ

項

林
野
官
民
有
機
と
林
野
梯
下
基
礎
規
定

款

総
督
府
は
土
地
調
布
に
於
て
主
と
し
で
岡
部
川
闘
に
つ
き
業
主
権
を
確
定
し
た
る
も
林
野
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
明
治
二
十
八
年

宵
有
林
野
取
締
規
則
第
一
僚
に
於
て
「
所
有
権
を
詮
明
す
べ
き
地
努
又
は
共
他
の
確
詩
な
き
山
林
原
野
は
す
べ
て
官
有
と
す
」
無
主

茸5

林

野

官

民

有

緋

地
闘
有
主
義
を
採
用
し
、
明
治
三
十
二
年
無
主
地
を
開
墾
す
る
に
は
官
許
を
受
く
べ
き
も
の
と
定
め
た
が
、
共
の
後
も
無
断
開
訟
が
一

多
き
を
以
て
、
明
治
何
十
一
一
一
年
よ
り
五
ヶ
年
を
費
し
て
林
野
を
調
布
し
、
官
民
有
権
を
分
立
且
つ
確
定
し
た
J

そ
の
結
果
、
官
民
有

註
(
1
}

地
七
十
五
寓
一
千
九
百
九
卜
六
甲
、
民
有
地
二
一
寓
一
千
二
百
二
甲
と
な
っ
た
。
即
ち
林
野
を
現
場
に
つ
い
て
測
量
調
夜
し
、
共
の
え

部
分
は
素
よ
り
所
有
植
を
認
む
べ
き
一
問
題
と
す
る
に
足
る
も
の
な
き
結
果
、
官
有
地
に
す
悦
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
る
る
が
、
同
時
に
続

故
閥
係
生
全
然
無
叫
す
る
を
得
今
、
保
管
林
制
度
を
定
め
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
林
野
調
布
は
林
野
の
大
部
分
を
官
有
と
脊
定
し
、

設へ
2
)

事
業
家
に
劃
す
る
林
野
例
下
の
法
律
的
及
び
経
抑
的
基
礎
を
輿
へ
た
の

第
二
款
林
野
梯
下
基
礎
規
定

か
の
林
野
調
布
に
於
て
は
官
布
地
に
於
て
も
縁
故
関
係
を
し
て
相
営
保
管
料
を
徴
牧
し
て
経
情
的
に
利
用
せ
し
め
た
が
、
と
れ
で

は
林
野
行
政
上
支
障
を
生
ビ
、
林
野
の
利
用
底
分
を
不
徹
底
に
し
、
産
業
開
護
上
面
白
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
大
正
四
年
乃
至
大
王
十
川

詮
(
3
)

年
間
に
官
有
林
野
整
理
事
業
を
行
ひ
、
と
れ
ら
縁
故
関
係
者
を
一
掃
す
る
に
至
.
っ
た
。
即
ち
官
有
林
野
を
要
存
置
林
野
と
不
姿
存
置

林
野
と
に
院
分
調
夜
し
、
不
要
存
置
林
野
は
調
布
の
上
、
保
管
林
者
、
無
断
開
墾
者
等
縁
故
者
白
出
闘
に
封
し
て
榔
下
を
行
ひ
、
又

橡
約
開
墾
成
功
地
の
費
渡
を
侍
し
た
。
而
し
て
直
分
調
存
一
線
面
積
は
七
十
一
高
七
千
八
百
三
十
五
甲
で
、
内
要
存
置
林
野
が
三
十
一

高
九
千
二
百
九
十
川
甲
、
不
要
存
置
林
野
三
十
九
寓
八
千
五
百
間
十
甲
で
る
っ
た
。
不
要
存
置
林
野
中
十
九
寓
二
千
飴
甲
を
縁
故
者

話、
4
)

に
梯
下
げ
、
残
飴
の
不
安
存
置
林
野
二
十
町
内
六
千
甲
を
も
拓
殖
上
一
般
に
開
放
す
る
に
至
っ
た
。
か
く
て
林
野
整
理
事
業
は
官
有
地

を
取
得
せ
し
め
て
林
野
の
利
用
を
増
進
せ
し
め
、
且
つ
従
来
屡
々
あ
り
た
る
如
く
「
夫
等
の
土
地
を
利
用
し
て
官
業
を
起
し
、
或
は



大
規
模
の
事
業
を
経
替
す
る
等
の
場
合
に
於
て
種
々
の
紛
議
を
惹
起
し
支
障
を
来
す
」

ζ

と
無
き
に
至
ら
し
む
る
に
あ
っ
た
。
か
く

て
ん
日
有
地
は
官
業
経
替
者
若
く
は
民
間
-
資
本
家
へ
の
梯
下
の
基
礎
を
確
貫
に
し
、
資
本
家
的
企
業
の
進
出
の
誌
に
備
へ
た
。

東
部
土
地
所
有
模
確
立

第

三

款

長
束
、
花
蓮
港
雨
臨
下
は
未
だ
土
地
調
脊
を
行
は
や
、
林
野
調
官
刊
に
係
る
土
地
以
外
に
蕃
人
が
開
制
端
正
せ
る
土
地
が
齢
く
な
く
、
彼

等
は
各
恭
一
杭
戸
地
に
共
の
市
有
区
域
を
有
し
、
立
ハ
の
区
域
内
は
自
己
の
所
有
と
信
ヒ
、
他
人
の
侵
入
を
許
さ
ざ
る
慣
習
が
あ
り
、
蕃
人

山
掠
医
域
と
し
て
特
殊
性
を
有
し
て
ゐ
た
。
然
る
に
、
近
時
春
情
の
平
穏
に
仲
ひ
、
土
地
所
有
慾
が
護
達
し
た
る
を
以
て
此
の
機
を
謹

せ
や
、
地
籍
を
調
夜
す
る
に
至
っ
た
。
即
ち
明
治
四
十
三
年
以
前
よ
り
占
有
し
、
開
墾
地
と
し
て
現
に
耕
作
せ
る
も
の
は
従
来
の
憤

例
を
掛
酌
し
て
開
墾
者
に
所
有
権
を
認
め
、
開
墾
円
尚
脅
き
も
の
は
開
墾
者
に
梯
下
げ
て
彼
等
の
生
活
を
安
定
に
し
、
私
有
財
庭
制

註
(
5
)

度
を
設
定
し
た
。

第

三

項

森
林
計
葺
事
業
と
蕃
地
進
出
基
礎

か
く
土
跡
調
存
は
丙
部
間
関
所
有
穫
を
碑
立
し
、
林
野
調
芥
は
林
野
の
官
民
有
を
八
万
ち
、

{
H
有
林
野
整
理
は
林
野
及
び
東
部
問
関

所
有
権
や
明
確
に
し
た
。
か
く
て
牽
開
会
土
は
資
本
キ
義
的
企
業
に
授
ぜ
ら
る
L
地
下
備
が
問
来
、
た
。
査
し
、
資
本
主
義
は
私
有
財
産

制
の
儲
立
を
以
て
必
要
不
可
快
の
基
礎
B
t
篤
す
が
故
で
あ
る
。
然
る
に
、
土
地
所
有
権
は
碓
玄
せ
る
も
、

A
R
有
林
野
と
し
て
利
用
庭

八
万
し
得
ベ
き
面
積
は
同
十
寓
甲
な
残
す
に
過
ぎ
や
、
し
か
も
其
の
「
中
に
は
地
形
刷
質
上
、
経
情
的
に
利
用
し
得
守
、
叉
林
野
行
政
上

民
業
に
挽
下
げ
得
ざ
る
も
の
が
多
く
、
従
っ
て
資
本
家
が
進
出
し
、
経
病
的
に
開
穫
し
得
る
払
跡
地
は
林
野
調
有
地
域
を
以
て
し
て
は

充
分
・
な
ら
ぎ
る
と
と
が
明
ム
」
た
っ
た
。
然
る
に
、
事
簡
で
は
林
野
総
面
積
二
百
六
十
五
寓
甲
中
、
百
七
十
二
寓
叩
は
蕃
界
に
存
在
す

る
を
以
て
、
今
や
森
林
計
毒
事
業
の
下
に
蓉
界
林
野
が
調
布
、
整
理
、
施
業
せ
ら
れ
、
閥
家
資
本
及
び
民
間
資
本
の
進
出
の
詮
を
拓

か
ん
と
す
る
に
亙
れ
る
は
常
然
の
勢
で
あ
る
。

か
く
て
組
怪
府
は
大
正
十
凶
年
度
よ
り
十
五
ヶ
年
檎
組
事
業
と
し
て
森
林
計
毒
事
業
を
た
て
、
付
森
林
治
水
制
古
代
に
よ
る
治
水
上

援
措
聞
に
於
け
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態

一
O
一一一



要
湾
に
於
け
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態

一(リ四

-
及
び
閑
土
保
安
上
施
業
の
要
否
決
定
、
伺
直
分
割
古
刊
に
よ
る
治
水
閤
土
保
安
産
業
公
毎
並
に
軍
事
上
よ
り
見
た
る
要
不
要
林
野
の
直

分
訓
布
、
同
測
量
に
よ
る
聞
積
及
川
び
地
形
の
測
定
、
同
施
葉
集
編
成
調
脊
一

K
よ
る
施
業
方
法
の
決
定
を
行
ふ
と
と
L
し
た
が
、

「
近
時

新
興
古
川
議
の
護
謹
日
に
新
に
し
て
林
業
の
碁
本
を
確
立
す
る
の
要
切
た
る
に
鑑
み
、
愈
k

設
事
業
達
成
の
要
左
認
め
」
昭
和
二
年
度

註
へ
6
)

に
於
て
規
模
を
顕
張
し
期
間
を
十
筒
年
に
短
縮
し
た
。
か
く
て
理
審
政
策
上
、
高
山
蕃
は
山
脚
地
に
移
住
せ
し
め
ら
れ
、
移
動
的
健

州
農
業
よ
り
定
荒
的
集
約
経
替
に
轄
向
し
、
山
地
開
護
政
策
は
資
本
家
的
企
業
を
山
地
に
吸
牧
し
、
土
地
利
用
度
を
向
上
せ
し
め
ん

と
1
て
ゐ
る
。
斯
る
替
地
へ
の
費
本
家
的
企
業
の
進
出
の
基
礎
は
置
に
森
林
計
費
事
業
に
山
来
す
る
と
階
す
る
と
と
が
問
来
る
。
と

hs

に
於
て
、
蚕
師
会
地
域
は
所
有
樺
が
確
立
し
、
官
民
有
地
が
分
立
し
、
民
替
地
が
明
確
と
な
り
、
資
本
主
義
的
護
展
の
基
礎
を
確

玄
す
る
に
至
っ
た
。

註

(
1
〉
豪
揮
総
督
府
!
窪
濁
事
情
昭
和
十
三
年
度
版

、2
〉

矢

内

原

忠

総

1
帝
図
主
義
下
の
塞
潟
三
四
貰

つ
け
〉
墾
湾
総
督
府
内
務
局
l
要
湾
官
有
林
野
整
理
報
告
書
二
頁
、
二
七
七
頁

ハ
4
)
肇

湾

総

督

府

l
塞
海
事
情
昭
和
十
七
年
度
版
八
頁

へ
S
U
宵
晴
海
総
替
府
内
務
局
1

蓑
湾
官
有
林
野
整
理
事
業
報
告
書
三
頁

〔
白
¥
哀
輝
総
餐
府
|
裏
捕
時
事
情
昭
和
三
年
版
コ
一
五
九
頁

四
八
四
頁

第

二

節

官
公
民
有
地
と
官
有
林
野
慮
分
面
積

第

項

山
口
公
民
有
地
と
問
削
両
積

長
尚
の
綿
土
地
而
積
は
三
百
七
十
寓
八
千
九
百
二
十
九
巾
に
し
て
間
有
地
は
二
百
五
十
二
前
向
九
千
五
百
六
十
五
甲
ハ
内
務
地
百
六

十
六
政
二
千
三
百
五
甲
)
、
民
有
地
は
百
十
七
寓
九
千
三
百
六
十
四
甲
(
内
蕃
地
四
千
七
百
甲
)
で
あ
る
。
即
ち
林
地
守
分
離
し
て
考

祭
せ
ば
、
同
有
地
八
十
六
寓
七
千
二
百
六
十
M

て
民
有
地
百
十
七
寓
四
千
六
百
六
十
四
甲
、

審
地
百
六
十
六
寓
七
千
五
甲
と
な
る
。



同
有
地
二
百
五
十
二
高
九
千
五
百
六
十
五
市
中
、
土
地
裏
帳
登
鋒
地
は
ざ
一
寓
一
千
八
百
五
甲
(
内
{
R
和
地
一
高
八
千
七
百
同
十
七
甲
〉

で
同
九
千
百
七
十
七
甲
、
養
魚
地
一
千
四
百
八
十
七
甲
、
北
(
の
他
六
千
八
百
二
十
二
甲
で
あ
る
。
而
し
て
道
路
河
川
は
二
十
二
寓
六

十
一
叩
で
山
林
原
野
は
二
百
二
十
七
寓
七
千
六
百
九
十
九
甲
で
あ
る
。
さ
れ
ば
関
有
地
の
↓
へ
部
分
は
山
林
原
野
と
云
ふ
と
と
が
出
来

る
。
然
る
に
民
有
地
百
十
七
寓
九
千
三
百
六
十
四
甲
中
、
回
は
四
十
五
高
三
千
九
百
九
十
五
甲
。
制
は
宅
十
五
高
七
千
五
百
十
七
甲
、

建
物
敷
地
は
三
一
高
八
千
五
百
三
十
七
甲
、
養
魚
地
は
一
一
民
九
千
六
百
九
十
五
甲
、
山
林
は
二
十
三
宙
空
一
千
六
百
コ
一
十
市
、
原
野
は
二

註
(
1
v

前
向
五
千
六
'
百
四
十
一
甲
、
共
の
他
は
五
寓
コ
一
百
四
十
九
甲
で
犬
部
分
は
岡
畑
、
山
林
で
る
る
。

耕
地
は
農
業
粧
替
の
中
核
障
を
た
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
耕
地
は
官
公
民
別
に
何
如
怠
る
割
合
に
所
有
さ
れ
、
且
つ
田
畑
別
に

註
(
2
)

何
如
友
る
相
速
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
c

官
公
民
有
問
耕
地
面
積
を
示
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
e

官

公

民

有

地

別

耕

地

面

積

地

種

一

回

面

積

一

割

合

一

畑

面

積

一

割

一

甲

一

%

甲

一

官

有

地

一

呂

、

八

霊

一

0

・
さ
一
一
一
。
、
一
歪

公

有

地

一

・

=

、

宅

丞

0

・z=一

一

回

、

一

一
E
b

民

有

地

一

・

塁

。

、

会

子

夫

・

髪

一

一

言

一

、

完

五

計

一

室

一

七

、

昌

九

一

一

8
・0
0
一
司
一
一
八
、
一
コ
一
旦

合
一
%
一

日
・

=o一
一-E四一
九
五
・
四
穴
一

一()0
・00
一

計
y、J、
ヨヨE 主宝 ーー i

豆き'"ヨ -t::rz耳 l 、、、、 J

4三フ守一. cコ!
主二雲三甲

か
く
耕
地
八
十
五
寓
五
千
七
百
六
十
九
甲
中
、
八
十
三
高
間
千
六
百
十
甲
は
民
有
地
で
あ
る
。
而
し
て
官
有
地
は
僅
か
に
一
一
鳥
山

千
二
十
二
甲
、
公
有
地
は
七
千
百
三
十
六
甲
に
過
ぎ
な
い
。
市
し
て
民
有
地
は
畑
地
に
於
て
は
九
五
・
四
六
%
を
示
し
て
ゐ
る
が
、

問
地

K
於
て
は
よ
り
高
率
で
九
八
・
七
五
%
に
建
し
て
ゐ
る
《

第

二

項

山

林

原

野

鼠

慮

分

地

同
有
地
で
は
山
林
原
野
が
大
部
分
を
内
め
、
企
業
家
が
土
地
を
獲
得
す
る
に
常
つ
て
は
、
多
く
山
林
原
野
の
ぬ
ド
を
受
け
て
と
れ

-
O
五

警
縄
問
に
於
け
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
主
土
地
管
理
形
態



塁
間
に
於
け
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態

一O
六

を
開
銀
一
し
、
経
替
す
る
を
原
則
と
す
る
。
市
し
て
山
林
原
野
二
百
二
十
七
蔦
七
千
六
百
九
l
九
甲
は
蹴
底
分
地
と
未
底
分
地
と
す
る

と
と
が
川
来
る
。
師
底
分
地
は
八
十
三
宮
内
九
千
二
百
五
十
六
甲
(
内
蒋
地
四
十
八
寓
七
千
コ
一
甲
)
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
諜
を
示
せ
ば

-
次
の
如
く
で
あ
る
。

英 宮" 林善幸 各 各ぷ口』

行
野保街地 椅 種
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行
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第

三

項

山

林

原

野

未

成

分

地

山
林
原
野
未
ぃ
随
分
地
は
百
四
ト
三
寓
八
千
附
百
四
十
一
一
一
叩
で
大
部
分
は
替
地
に
溺
し
て
ゐ
る
。
と
れ
に
は
保
安
林
、
安
存
置
林
野
、



政

準
要
存
置
林
野
及
び
不
要
存
置
林
野
等
に
な
っ
て
ゐ
る
が
そ
の
面
積
は
攻
の
如
く
で
る
る
。

行

磁

同
明

甲

五
二
、
入
六
七

七
一
、
六
一
一

一
七
、
入
五
六

一
一
一
六
、
一
一
六
七

四
四
、
五
九
七

二
二
三
二
九
八

保

安

林

要

存

置

林

野

準

要

存

置

林

野

不

要

存

置

林

野

英

他

計

蕃

、
一二 一五
一五一 O六七
五一四豆五八、、、、、、

言き二三~~ I地
五八 O 一五一甲

計

甲

一
一
一
二
、
六
九
八

六
三
六
、
六
四
六

二
一
三
、
一
七
七

一五

O
、一一一八七

三
九
六
、
五
三
五

一
、
四
三
八
、
四
四
三

第

四

項

官

有

林

野

底

分

法

別

面

積

車
内
業
が
諜
建
す
る
に
従
ひ
、
{
日
有
林
野
の
橡
約
梯
下
或
は
貸
下
等
を
出
願
す
る
者
が
砂
く
友
い
。
政
府
は
官
有
森
林
原
野
勢
約
費

渡
、
{
日
有
森
林
原
野
貸
渡
、
園
有
財
産
法
及
び
樟
樹
撞
林
奨
働
等
の
諸
規
則
に
依
っ
て
資
ヵ
、
経
限
、
起
業
方
法
等
を
審
夜
し
、
事

業
の
成
功
確
賓
と
認
め
ら
る
h

者
に
は
橡
約
費
渡
、
貸
渡
、
所
有
権
無
償
附
興
等
を
以
て
庭
介
し
て
来
た
。
而
し
て
現
有
許
可
商
積

註
(
3
)

は
次
の
如
く
で
あ
る
。

‘
 
官
有
森
林
原
野
許
可
地
面
積

梯

方
(
昭
和
十
四
年
末
現
在
)

下

妻
輔
問
官
有
森
林
原
野
議
約
賓
渡
規
則
に
依
る
抽
出
約
賢
渡

関
有
財
産
法
に
依
る
荷
風
約
百
見
渡

閤
有
財
産
法
に
依
る
穣
約
貸
付

樟
樹
造
林
奨
鳳
規
則
に
依
る
貸
付

事
一
湾
官
有
森
林
原
野
貸
減
規
則
に
依
る
貸
付

曹
関
縄
問
に
於
け
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態

法

許

面

積

一
甲

一

昌
一
つ
.
之
円
六
・
克
O
一七

さ
一
・
七
八
九
草

草
、
凡
干
月
六
・

o一一ヨ八一

七
、
(
)
穴
耳
・
回

=
5
0

豆
、
回
室
・
八
八
套

可

割j

合6
 

0
7
 

E
了盟()一

0

・0
2

昌
・
占
〔
轟

穴
・
七
七
一

空
会
Z

一O
七



選
穫
に
於
け
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態

一O
八

帝国
閤合有
大財
墜屋
演法
習に
林依
及る
基保
木安
財計林
産準
林貸
付

一一一(一
企~ "" -t:: 、、、
=豆昌三三
四七 O
CコCコ王室
・F耳ヱユプ守
にコフ苛三三
ヨ'.::L .:昌三二
10 7三主主一

82ミ
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註

(
1
〉
蜜
輝
総
相
官
府
内
務
局
l
熱
帯
産
業
調
査
曾
調
査
書

(
2
〉
翠
湾
総
管
府
殖
産
局
l
耕
地
所
有
並
経
管
獄
況
調
査

ハ
3
)
纂

湾

総

督

府

l
塞
縄
問
事
情
昭
和
十
七
年
度
版

二
頁
二
九
八
頁

第
一
一
一
節

官
有
地
慮
分
訟
を
特
殊
産
業
奨
蹴

官
有
地
柿
下
並
に
利
用
訟
は
植
民
地
枇
合
の
生
産
並
に
A
U
配
に
重
要
注
閥
係
を
持
ち
v
梯
下
商
積
、
方
法
、
健
格
が
問
題
と
た
る
。

而
し
て
と
れ
ら
は
土
地
問
殻
と
常
に
閥
聯
せ
じ
め
、
そ
れ
そ
僚
件
と
し
て
行
ふ
ぺ
き
で
あ
る
。
叉
と
の

{n有
地
を
有
用
す
る
場
合
に

設
〈
1』

も
岡
家
、
企
業
家
及
び
農
家
を
考
量
し
て
六
つ
の
場
合
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
る
る
。

註
(
2
)

{

日

有

地

底

分

法

第

項

第

款

設
(
3
)

蓋
商
・
宵
有
財
産
管
理
規
則

官
有
財
車
内
(
不
動
産
、
附
舶
、
附
掛
物
)
は
墓
鴎
線
替
が
管
理
底
分
す
る
。
官
有
財
産
は
公
用
を
妨
げ
ざ
る
場
合
に
限
り
、
有
償

而
し
て
糖
業
、
農
業
叉
は
柏
林
事
業
に
直
接
附
随
し
、
必
要
訣
く

べ
か
ら
や
と
認
む
る
土
地
は
随
意
契
約
に
て
共
の
起
業
者
に
賓
梯
叉
は
貸
付
す
る
と
と
を
得
る
(
第
六
僚
)
。
開
墾
の
震
土
地
の
貸
付

を
請
ふ
者
あ
る
と
き
は
無
料

κ
て
貸
付
す
る
と
と
が
問
来
、
全
部
成
功
後
、
共
の
成
功
地
を
事
業
者
に
費
抑
又
は
貸
付
す
べ
き
と
と

を
橡
約
し
、
と
の
場
合
、
抽
出
め
費
抑
代
偵
又
は
貸
付
料
を
定
め
る
(
第
九
僚
)
。
官
有
地
の
貸
付
は
大
陸
二
十
年
間
で
、
土
地
の
貸
付

叉
は
無
償
に
て
共
の
使
用
を
許
可
す
る
と
と
を
仰
ハ
第
四
僚
)
。

を
受
け
た
る
者
が
一
向
年
内
に
事
業
に
叩
若
手
せ
ざ
る
時
は
契
約
を
解
除
す
る
と
と
が
出
来
る
ハ
第
十
六
僚
)
。



第

二

款

註
(
4
)

墓
輔
問
官
有
森
林
原
野
議
約
責
渡
規
則

議
尚
官
有
森
林
原
野
及
び
産
物
特
別
虚
分
令
に
依
り
開
墾
、
牧
畜
叉
は
植
樹
の
篤
森
林
原
野
を
官
民
渡
す
と
き
は
総
て
設
約
資
渡
の

方
法
に
依
る
(
第
一
一
俊
)
。
深
約
賢
渡
す
べ
き
士
地
面
積
は
開
墾
地
百
甲
、
牧
畜
地
五
百
甲
、
植
樹
地
五
百
甲
で
相
営
と
認
む
る
事
由

あ
る
時
に
ほ
と
の
限
り
に
あ
ら
・
?
と
し
て
ゐ
る
(
第
二
僚
)
。
而
し
て
設
約
費
渡
成
功
期
聞
は
許
可
日
よ
り
起
算
仁
十
年
を
超
ゆ
る
と

と
を
件
や
と
し
て
ゐ
る
(
第
三
僚
)
。
議
約
責
渡
を
許
可
し
た
る
土
地
に
付
て
は
共
の
ぷ
功
期
間
中
貸
付
料
を
徴
牧
し
、
貸
付
料
は
一

筒
年
に
付
録
約
資
渡
地
代
金
の
百
分
の
一
以
上
と
す
る
。
橡
約
資
渡
を
受
け
た
る
森
林
原
野
は
許
可
を
符
守
し
て
他
人
に
譲
渡
し
貸

渡
し
、
若
く
は
携
保
の
目
的
に
供
す
る
と
と
を
得
、
ず
(
第
十
七
傑
)
。
註
(
5
)

基
鱒
官
有
森
林
原
野
貸
渡
規
則

第

三

款

官
有
森
林
原
野
の
貸
渡
を
受
け
ん
と
す
る
者
は
起
業
方
法
書
及
び
賓
測
設
計
闘
を
添
附
し
、
土
地
所
轄
地
方
躍
に
提
出
し
、
貸
渡

許
可
書
の
交
附
を
受
け
た
る
と
き
は
共
の
四
至
境
界
に
関
杭
を
建
設
す
べ
き
で
あ
ち
ハ
第
一
一
一
僚
)
。
借
地
料
は
指
定
日
迄
に
納
付
す
ペ

く
若
し
納
付
せ
ざ
る
時
は
共
の
許
可
を
取
消
す
と
と
に
し
て
ゐ
る
(
第
四
僚
)
。
貸
渡
を
受
け
る
官
有
森
林
原
野
は
許
可
を
作
令
し
て

他
人

κ貸
渡
し
又
は
使
用
の
目
的
を
費
更
す
る
と
と
を
得
、
予
(
第
四
僚
ゴ
市
し
て
借
受
地
を
返
納
す
る
と
き
は
返
納
期
間
後
程
く
も

十
日
以
内
に
返
地
届
を
地
方
聴
に
差
出
し
(
第
六
保
)
、
地
形
を
聾
更
し
た
場
合
に
は
原
形
に
復
し
、
森
林
原
野
に
損
害
を
輿
ふ
る
と

き
は
賠
償
せ
ね
ば
な
ら
な
い
(
第
九
十
保
ゴ

第
ニ
項
特
殊
濯
業
と
官
有
地
虚
分

款

第

特

殊

療

業

時

党

助

菱
商
に
は
熱
帯
性
特
殊
車
内
物
が
る
り
、
蚕
補
同
組
督
府
は
特
殊
産
業
を
保
護
奨
糊
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
と
れ
ら
特
殊
産
業
は
-
資
本
家

的
企
業
左
原
則
と
す
る
を
以
て
、
巨
大
而
積
の
土
地
を
必
要
と
す
る
。
さ
れ
ば
締
仔
府
は
間
際
商
品
梓
脳
原
料
造
林
及
び
移
出
尚
日
間

砂
糖
出
料
廿
庶
栽
培
に
封
し
て
は
特
に
奨
帥
規
則
を
設
け
て
宵
有
地
を
無
償
に
で
下
附
し
て
来
た
。
鳳
梨
、
芭
焦
及
び
茶
等
に
封
し

要
輔
聞
に
於
け
る
内
地
系
曾
枇
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態

一(リ九



選
障
に
於
け
る
内
地
系
曾
於
の
土
地
所
有
と
主
地
管
理
形
態

一一

O

て
は
官
有
地
底
分
上
特
に
奨
助
規
則
を
設
け
や
、
卜
一
地
無
償
下
附
等
を
請
せ
ざ
る
も
官
有
地
下
附
出
闘
に
際
し
て
は
一
般
濠
約
資
渡

又
は
貸
波
方
法
に
依
り
、
相
官
犬
同
積
を
優
先
的
に
柿
下
し
て
ゐ
る
。
而
仁
て
新
興
産
業
と
し
て
登
場
せ
る
規
制
叩
、
瑚
誹
、
哩
草
、

サ
イ
ザ
ル
等
に
劃
し
で
も
ん
日
有
地
底
分
上
特
殊
の
考
慮
を
掛
ひ
奨
働
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
。

第

二

款

糖

綿
替
府
は
明
治
三
十
五
年
六
月
律
令
第
五
蹴
を
以
て
糖
業
奨
駒
規
則
を
公
布
し
、
甘
庶
栽
培
の
た
め
、
官
有
地
の
下
附
を
受
け
ん

と
す
る
者
に
は
五
十
甲
以
内
の
而
肢
を
限
り
、
無
償
貸
付
を
な
し
、
開
墾
成
功
後
、
無
償
に
て
土
地
の
業
主
燃
を
附
奥
し
、
そ
の
護

建
を
助
成
し
た
。
と
の
航
刷
業
奨
蹴
規
則
に
依
る
官
有
地
附
輿
底
分
は
明
治
三
十
五
年
乃
至
明
治
四
十
二
年
間
に
八
十
件
一
寓
八
十
六

甲
に
し
て
、
そ
の
後
と
れ
が
許
可
は
皆
無
で
あ
る
。
而
し
て
該
規
則
に
基
き
所
有
権
在
附
興
せ
る
件
数
並
に
両
積
は
明
治
一
三
十
八
年

乃
五
大
正
十
二
年
間
に
七
十
四
件
七
千
五
百
七
十
市
に
し
て
、
と
れ
を
以
て
一
段
落
を
告
げ
た
る
観
が
あ
る
。
斯
く
析
業
に
封
す
る

官
有
地
無
償
下
附
は
糖
業
の
基
礎
を
確
立
す
る
た
め
に
領
墓
初
期
に
行
は
れ
た
。
噛

業

奨

働

第

三

款

組科目，
M
は
明
治
三
十
二
年
専
資
制
度
を
施
行
し
、
原
料
確
保
上
官
行
逝
林
を
開
始
す
る
一
方
、
民
間
建
林
を
奨
闘
し
、
明
治
四
十

年
律
令
を
以
て
柿
樹
地
林
奨
働
規
則
を
設
け
、
樟
樹
造
林
を
月
的
と
し
て
官
有
地
の
下
附
を
出
願
す
る
者
に
は
無
償
に
て
貸
付
し
、

全
部
活
林
成
功
後
無
償
に
て
所
有
権
を
附
興
し
た
。
該
規
則

κ依
り
官
有
地
の
無
償
下
附
の
諌
約
許
可
は
明
治
問
十
一
年
乃
五
大

E

七
年
間
に
百
七
十
六
件
、
四
高
五
千
八
百
八
十
一
巾
に
し
て
、
そ
の
後
は
底
分
を
見
芯
い
。
然
る
に
、
民
間
法
林
は
長
期
に
百
一
り
資

金
を
問
先
し
、
特
殊
施
業
技
術
を
要
す
る
を
以
て
民
間
出
林
水
と
し
て
は
一
般
的
な
ら
や
、
従
っ
て
昭
和
九
年
迄
に
は
所
有
構
附
輿

六
卜
一
一
一
件
七
千
六
百
川
ト
二
甲
、
返
地
百
一
件
一
一
局
七
千
百
九
十
二
甲
、
現
存
許
可
十
二
件
二
寓
千
二
百
五
甲
で
あ
る
。
，

柿

樹

法

林

奨

働

一j
用
栽
培
他
物
奨
陥

長
崎
は
瑚
排
栽
増
に
埴
し
、

M
T
常
二
千
斤
と
似
内
応
し
て
二
千
中
の
栽
培
面
白
を
以
て
圏
内
需
要
を
充
し
得
る
と
な
し
、
花
蓮
措

第

四

款



に
四
百
十
一
一
甲
ハ
内
蜘
排
栽
培
三
百
七
十
四
叩
)
、
墓
東
に
五
百
六
十
四
甲

m
内
郵
排
栽
培
五
百
附
十
八
甲
ゾ
を
許
可
し
た
。

蓋
閣
は
規
那
栽
培
が
可
能
で
あ
り
、
例
へ
ば
高
雄
州
で
は
五
百
十
七
甲
(
内
規
那
百
九
十
七
甲
、
保
護
林
二
百
九
十
甲
、
杉
造

林
三
十
甲
〉
を
輪
開
約
費
渡
許
可
を
・
な
し
た
。

総
督
府
に
煙
車
耕
作
を
目
的
と
す
る
移
民
粧
替
を
計
蓋
し
、
高
雄
三
千
六
百
十
五
甲
、
筆
中
四
千
五
百
甲
、
蚕
東
一
千
六
百
九

十
五
甲
、
花
蓮
港
四
百
六
十
九
甲
、
計
一
寓
二
百
七
十
九
甲
を
設
定
し
て
進
行
せ
し
め
て
ゐ
る
。

pq 

蓋
趨
に
て
「
サ
イ
ザ
ル
」
産
業
に
官
有
地
底
分
を
行
っ
た
の
は
蚕
鴎
繊
維
株
式
合
枇
に
到
し
高
雄
州
恒
春
郡
下
二
十
四
件
約
一

千
四
百
三
十
七
甲
ハ
内
サ
イ
ザ
ル
五
百
四

1
六
甲
)
で
最
近
官
有
地
貸
渡
の
出
願
を
見
る
に
至
っ
た
。

註
ぺ
1
u
上
原
轍
コ
一
郎
!
殖
民
地
と
し
て
翻
た
る
南
洋
群
島
の
研
究

ハ
2
〉
軍
軍
海
徳
島
府
内
務
局
地
理
課
l
官
有
地
、
底
分
に
闘
す
る
法
令

ハ
3
)
明
治
三
十
五
年
一
一
一
月
二
十
四
日
、
勅
命
、
第
三
九
銭

ヘ4
〉
明
治
四
十
四
年
九
月
六
日
、
府
令
、
第
六
十
四
携

の
3

〉
明
治
二
十
九
年
十
月
十
日
、
府
令
、
第
四
十
七
競

=
一
三
頁

第

四

節

民
有
地
買
牧
法
と
枇
有
地
買
牧

第
一

章
湾
総
督
府
は
極
め
て
温
健
に
土
地
政
策
を
と
り
、
党
づ
土
地
在
調
布
し
、
封
建
的
土
地
制
度
を
解
轄
し
、
原
住
民
よ
り
土
地
を
取

項

民

有

地

民

牧

法

得
せ
や
し
て
反
っ
て
土
地
所
有
権
を
確
立
し
、
土
地
の
古
了
有
と
取
引
を
安
全
日
つ
確
貫
に
し
、
所
有
権
の
移
行
を
合
理
化
し
た
。
而

し
て
締
督
府
は
費
本
家
的
に
企
業
に
基
き
蚕
轡
を
粧
桝
的
に
同
護
ぜ
ん
と
し
、
-
資
本
主
義
的
企
業
を
設
立
す
る
に
常
つ
て
は
、
犬
同
韻

の
土
地
を
集
園
的
に
買
牧
す
る
を
要
し
、
従
っ
て
と
の
土
地
見
牧
は
決
し
て
零
易
で
は
左
か
っ
た
。
即
ち
本
島
人
は
凋
椋
人
口
で
文

化
程
度
は
比
較
的
高
く
、
内
地
人
の
進
出
を
欲
せ
や
、
資
本
家
ば
多
数
の
地
主
か
ら
零
細
地
を
買
ぴ
集
め
て
集
園
地
と
な
さ
ね
ば
な

一
栄
揮
に
於
け
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態



京
湾
に
於
け
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態

ら
や
、
地
主
は
足
下
を
見
て
高
慣
を
要
求
す
る
場
合
が
少
く
な
か
っ
た
。
さ
れ
ば
総
督
府
ば
内
地
系
資
本
家
の
土
地
買
牧
に
封
し
て

は
極
々
苦
心
を
な
し
、
諸
種
の
援
助
乞
興
へ
た
。
而
し
て
明
治
問
十
年
代
は
資
本
選
出
時
代
な
る
を
以
て
政
府
も
極
力
援
助
し
た
が
、

資
本
主
義
が
護
達
す
る
に
従
ひ
、
強
制
的
取
引
は
白
山
的
取
引
と
な
り
、
資
本
家
は
資
本
力
を
以
て
純
然
た
る
経
掛
的
取
引
を
行
ふ
に

至
っ
た
。
乍
併
、
資
本
家
は
合
訟
的
に
土
地
を
買
収
し
得
た
る
も
、
土
地
を
買
収
し
て
企
業
を
勃
興
せ
し
む
る
と
と
は
他
面
地
慣
在

昇
騰
せ
し
む
る
と
と
に
な
り
、
原
住
地
主
は
地
憤
騰
貴
に
依
る
不
附
究
所
得
を
不
合
理
な
泊
費
粧
情
へ
移
行
せ
し
む
る
者
少
く
・
な
か
っ

た
。
資
本
家
は
地
債
の
騰
貴
に
悩
さ
れ
、
土
地
買
牧
に
困
難
を
生
じ
、
新
興
合
枇
は
殆
ん
ど
土
地
買
収
が
不
可
能
と
な
っ
た
や

耕

地

資

質

債

格

第

三

項

植
民
者
が
土
地
を
獲
得
し
、
企
業
を
粧
替
す
る
に
営
つ
て
は
民
有
地
を
多
数
の
地
主
か
ら
買
収
し
て
集
圏
農
場
と
し
-
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
拓
殖
企
業
家
は
本
源
的
土
地
投
資
が
巨
額
を
要
す
る
を
以
て
企
業
経
皆
上
欲
せ
ざ
る
も
原
料
確
保
上
巳
む
を
得
ざ
る
と
と

ろ
で
る
る
。
然
ら
ば
、
世
一
金
簡
に
於
け
る
耕
地
資
質
慣
格
は
幾
何
で
あ
る
か
、
勿
論
、
耕
地
憤
格
は
時
期
、
地
域
、
地
目
に
依
り
具
、
な

ら
ざ
る
を
得
友
い
。
ず
間
に
於
て
問
削
乎
均
慣
格
は
如
何
た
る
費
動
を
辿
っ
て
ゐ
る
か
。
明
治
三
十
六
年
至
乃
昭
和
十
五
年
間
に
於

設
(
1
)

け
る
甲
営
資
日
債
格
並
に
そ
の
指
数
(
明
治
三
十
六
年
を
基
数
〉
を
示
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

任i

*111 

債

格

(
全
島
平
均
)

年

ヨ史

5.lU 

国

地

償

格

一

回

円

四
二
九

・
六
五
一

二
、
六
四
五

一
、
九
八
Q

二
、
四
三
五

地

指

数
一円
一0
0

一
五
二

六
一
七
-

四
六
二

五
六
八

九六一一-
O六 O五 O
八，九七六 O

t田

地

債

絡

~1lI 

地

指

数
円
一0
0

一
五
六

一、一

O
七一

六
六
九
一

九
O
八一

明

治

三

六

年

大

正

四

年

大

豆

九

年

大

E
十

五

年

昭

和

五

年



昭

和

十

年

昭

和

十

五

年

、
=
一
九
六

、八
O
四

一、
O
六
四
一

一
、
八
九
O
一

一、
O
六四一

一
、
八
九
O
一

か
く
田
畑
債
格
は
問
地
慣
絡
が
畑
地
憤
格
よ
り
著
し
く
高
債
格
で
る
り
、
畑
地
使
格
は
田
地
慣
格
よ
り
騰
貴
率
が
大
で
る
る
。
従

っ
て
畑
地
債
格
は
田
地
債
格
に
漸
次
接
近
し
、
明
治
三
十
六
年
に
は
問
地
は
畑
地
の
四
・
二
九
俗
で
あ
っ
た
が
、
大
正
同
年
に
は
問
・

一
七
倍
、
大
正
九
年
に
は
二
・
一
-
一
九
倍
、
大
正
十
五
年
に
は
二
・
九
六
倍
、
昭
和
五
年
に
は
二
・
六
八
倍
、
昭
和
十
五
年
に
は
二
・
二
五

倍
、
昭
和
十
五
年
に
は
二
・

O
一
・
傍
に
減
少
し
て
ゐ
る
。

地
域
別
岡
地
を
見
る
に
、
蓋
北
と
新
竹
は
最
初
よ
り
高
債
で
あ
り
、
蓋
中
と
高
雄
と
は
騰
貴
率
が
大
で
あ
り
、
蓋
南
、
芸
束
、
花

蓮
港
は
比
較
的
債
格
が
低
廉
で
る
る
。
さ
れ
ば
、
内
地
人
は
最
初
よ
り
北
部
の
水
田
へ
の
進
出
は
困
難
で
あ
り
、
後
に
は
蓋
中
及
び

高
雄
も
困
難
と
な
っ
て
ゐ
る
。
畑
地
債
格
は
同
地
慣
待
よ
り
遥
か
に
安
く
、
就
中
、
蓋
中
及
び
高
雄
は
顕
著
な
騰
貴
を
示
し
て
ゐ
る
。

雨
期
作
同
は
皐
期
作
田
よ
り
著
し
く
高
債
で
事
中
及
び
高
雄
で
は
二
倍
に
達
し
、
且
つ
費
化
性
に
富
ん
で
ゐ
る
。
茶
園
は
北
部
に

偏
し
、
・
甲
南
部
に
於
て
は
普
通
畑
と
茶
闘
は
比
較
し
得
-
な
か
っ
た
が
、
華
北
に
於
て
は
普
通
削
は
茶
閑
よ
り
著
し
く
高
く
、
新
竹
に

註
(
2
V

於
て
は
雨
者
と
も
低
廉
で
あ
る
。
高
雄
市
附
近
は
全
島
中
土
地
騰
貴
が
最
も
顕
著
な
地
方
で
あ
る
。
と
の
地
方
に
於
け
る
最
近
十
年

間
の
中
等
田
畑
債
格
の
騰
貴
率
を
見
る
に
、
雨
期
作
同
六
倍
弱
、
第
一
期
作
田
五
倍
弱
、
第
二
期
作
間
五
倍
強
、
普
通
畑
十
係
強
、

議
菜
園
九
倍
弱
、
山
畑
八
倍
弱
で
畑
地
の
騰
貴
率
が
犬
で
あ
る
。
さ
れ
ば
議
筒
工
業
化
に
営
り
、
工
業
中
心
地
た
る
高
雄
に
於
て
は

設
(
3
)

土
地
獲
得
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

第

三

項

製
糖
A
W
一
肢
と
世
有
地
獲
得
形
態

製
糖
舎
一
世
は
最
大
土
地
所
有
者
で
あ
り
、
内
地
入
所
布
地
は
大
部
分
が
製
糖
合
枇
占
有
地
と
稿
す
す
る
と
と
が
出
来
る
。
然
ら
ほ
、

製
糖
九
M
H

枇
は
如
何
に
し
て
土
地
を
獲
得
し
た
か
。
製
糖
合
枇
は
此
有
地
を
獲
得
す
る
に
常
つ
て
は
相
官
芳
心
し
、
そ
の
調
布
は
極
め

蓑
海
に
於
け
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
餓



一
然
海
に
於
け
る
内
地
系
曾
枇
の
土
地
所
有
と
土
地
管
四
四
形
態

一
一
四詮(

4
)

て
困
難
で
あ
る
。
と
t
A

に
網
維
的
で
は
な
い
が
、
代
表
的
製
糖
合
枇
の
土
地
獲
得
献
態
に
就
き
述
べ
る
と
と
に
す
る
。

第

if次

止

符

也

以

場

開

一

月

行

1

I

f

I

製
糖
合
枇
は
明
治
、
大
豆
、
昭
和
時
代
に
幾
何
の
土
地
を
所
有
し
て
ゐ
る
か
。
製
糖
合
枇
は
土
地
を
獲
得
し
、
工
場
委
譲
に
依
り

枇

一
杭
有
地
を
資
却
す
る
場
合
も
あ
る
。
一
二
大
製
櫛
合
一
杭
の
各
時
代
に
が
、
け
る
枇
有
地
の
増
減
欣
態
を
示
す
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

」
h
瑚

製

禽

枇

糖

f也

得

度

!?言語J計
民三主主l.一

か
く
製
糖
舎
祉
は
各
祉
に
て
土
地
盤
作
期
を
異
に
し
、
第
一
製
糖
合
枇
は
昭
和
時
代
が
多
く
、
第
二
製
糖
A
W
祉
は
紬
脳
波
仰
が
狭
小

で
一
一
一
期
に
豆
り
取
作
し
、
第
三
製
糖
ム
同
日
駐
は
大
部
分
大
正
時
代
に
買
牧
し
、
昭
和
時
代
に
は
減
少
さ
え
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
三
製
桁

1告
治

代

=
積
一
割
合
一
一

一一一一二一

同
内
附
一

積
一
割
合
一

甲

一

%

一

一回、
S
E
回-
A
E
一八百一・七八一

宜七一・
0
0
一
回
一
・
同
一

四
九
一
・
一
コ
一
一
村
?
色
一

一
回
、
同
一
回
・
六
一
一
回
0

・
2

に
依
る
場
合
が
多
い
の
で
る
る
。

合
一
駐
を
題
観
す
る
に
、
獲
作
商
積
は
大
疋
、
昭
和
、
明
治
の
順
序
で
あ
る
。
昭
和
時
代
に
枇
有
地
が
増
加
を
示
せ
る
は
合
枇
の
合
併

国!大

E 

和

官

民

有

地

取

得

割

合

製
糖
舎
枇
は
官
有
地
を
掛
下
げ
、
民
布
地
を
買
牧
し
て
一
枇
有
地
と
な
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
製
糖
合
杭
成
作
地
帯
は
平
地
に
て
同

州
が
多
き
を
以
て
、
官
有
地
柿
下
よ
り
民
有
地
買
牧
が
多
い
傾
向
に
あ
る
。
勿
論
、
製
糖
合
枇
が
官
民
有
地
を
取
得
せ
る
割
合
は
各

社
異
な
ら
ざ
る
を
作
な
い
が
、
某
製
山
併
合
枇
占
有
地
コ
一
千
三
百
一
一
-
十
四
甲
に
就
き
官
民
有
地
取
得
割
合
、
を
示
せ
ば
次
の
如
く
で
あ

ヲ
匂
。

第

二

款



製
糖
合
枇
官
民
有
地
取
得
割
合

官

民

有

地

↑

回

一-
甲

官

有

地

一

入

二

民

有

地

一

七

六

九

一

芙

他

一

一

四

一
一

八

六

五

一

問
問，WムP

;英

他
一甲一

二五一一一↑

一
四
二
一

七
三

O
一

一、一一一五一

コー l 計

三七三三!
三五三五 l

四三一 Oポ

筈11

甲
一五

一、一一一一九一八

一
、
三
四
二
一

計

ムロ%
 

一0
・五
O

六
六
・
九
二

二
二
・
五
八

一0
0
・0
0

か
く
枇
有
地
三
千
二
一
百
三
十
四
甲
中
、
民
有
地
買
牧
は
六
ム
ハ
・
九
二
U

初
で
あ
っ
て
大
部
分
間
刷
、
就
中
畑
地
が
主
要
部
分
を
ト
内
め

な
い
。

て
ゐ
る
c

然
る
に
官
有
地
梯
下
は
健
か
に
一

0
・五

O
%
に
過
ぎ
や
、
而
も
と
の
う
ち
問
削
は
極
め
て
慌
少
部
分
を
市
む
る
に
過
ぎ

第

三

款

一
杭
有
地
買
牧
債
格

製
階
台
枇
は
多
数
地
主
か
ら
土
地
を
買
び
集
め
て
築
関
農
場
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ば
、
製
糖
舎
一
位
は
後
何
の
地
主
よ

り
如
何
な
る
債
格
を
以
亡
土
地
を
貿
牧
し
、
そ
の
土
地
は
現
在
ど
の
位
騰
貴
し
て
ゐ
る
か
。
怠
弔
問
中
部
地
方
は
稲
作
地
帯
で
あ
り
、

土
地
盤
作
は
最
も
困
難
と
さ
れ
、
地
僚
も
校
高
を
示
せ
る
地
方
で
る
る
。
と
の
地
帯
に
於
け
る
某
製
糖
命
H

枇
は
一
枇
有
地
を
何
如
な
る

債
格
に
て
如
何
に
し
て
獲
得
し
て
ゐ
る
か
。
設
製
糖
合
枇
は
明
治
、
大
正
、
・
昭
和
時
代
に
何
人
か
ら
幾
何
の
土
地
を
ど

ο位
に
て
買

牧
し
、
そ
の
枇
有
地
が
現
在
幾
何
に
な
っ
て
居
り
、
地
債
増
加
額
は
幾
何
で
あ
る
か
を
示
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

社

有

地

買

収

償

額

思童
三五 -t: 

三重旦l竺

在

債

額

一

増

償

額

一

月

円

-

=、()穴問、凡〔
)
O
↑
一
、
七
(
〕
七
、
一
千
円
一

』
喜
一
一
一
、
=
(
)
回
一
昌
一
石
、
(
)
』
下
位

時

フロ
所

有

者
・数

雪豆主|ー

償

現

大明

E 治

時時

代代

l面
巨耳三三 l 
-7、i
マ手甲l積
CコCコ l
CコCコ!

枚

期

枚

買

買

墓
四
時
に
於
け
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態

一
一
五



墨
縄
問
に
於
け
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
と
土
地
管
浬
形
態

昭

和
計
時

代

フ時ユ
プ』 ド耳

豆七一・
0
0
-

一、亘七(〕・
0
(
)
一

、
三ヨア守
ノ、 エユ
3守主ヨ、、
三塁
ーさ土J芸

塁塁、
~六a

フミて プし、、
豆玉三玉
三三三三
プt. "五

一
一
六

、
三ヨ zコ
き突、、
三ヨー-
E耳 Cコ
Cコ=一

該
製
糖
合
枇
は
約
七
十
名
の
地
主
(
大
部
分
本
島
人
)
か
ら
千
三
百
七
十
甲
を
買
牧
せ
る
を
以
て
、
平
均
各
地
主
か
ら
約
二
十
甲

宛
民
ひ
集
め
て
ゐ
る
。
枇
有
地
買
牧
憤
絡
は
時
期
、
地
域
、
地
目
、
地
質
に
依
り
著
し
く
異
な
り
、
甲
判
断
約
二
百
闘
乃
至
九
千
闘
で

平
均
七
百
同
で
あ
る
。

五
千
同
で
平
均
五
千
闘
に
建
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
ら
枇
省
地
は
一
般
枇
合
的
鑓
化
、
土
地
改
良
等
に
基
き
騰
貴
し
、
投
近
で
は
甲
営
約
五
百
同
乃
至
一
周

第

阿

款

枇

有

地

経

替

形

態

製
糖
合
枇
は
祉
有
地
を
獲
得
し
て
農
場
を
直
替
す
る
を
原
則
と
し
て
ゐ
る
が
、
獲
得
地
の
立
地
如
何
に
依
つ
で
は
乙
れ
を
農
民
に

貸
興
し
、
小
作
契
約
を
通
じ
て
原
料
を
獲
得
す
る
。
と
の
直
替
地
と
出
腰
地
の
割
合
は
製
糖
合
枇
に
依
り
、
更
に
各
工
場
に
依
り
呉

な
ら
ざ
る
を
作
な
い
。
某
製
糖
命
円
枇
枇
有
地
経
皆
形
態
を
示
せ
ば
+
引
の
如
く
で
あ
る
。

製
糖
合
枇
枇
有
地
経
替
形
態

場

ヱ

5JU 場場場場

自

笹

田

l

畑

斗

英

甲

甲

↑

ヨ
O
E
・zz
一一コ一回・七逗一

一回九・坦九一一一九〔)・九七一

九0
・七富一一一三・百五一

耳目一一一一一、一銃一日-

議

場

他
一
計
一
一
割

L
Z
5一一凡一

一
一
重
富
一
一
一

四九一・九

。雲間|其ip業
企全ご|型

計

ニ=ユ ーー・

辛子手号室甲|畑
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哲
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一
千
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豆

凡司一・
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E

・0九
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三三 一ー・ l

三会三至芸|合-
XZZZ丈甲|計
Cコフ守 J、三重三重

か
く
一
世
有
地
は
各
工
場
に
依
り
三
百
甲
乃
至
千
三
百
甲
で
あ
り
、
直
管
農
場
も
四

oum乃
至
九
九
%
に
亘
り
、
世
有
コ
一
千
巾
巾
直

-

替
農
場
六
七
・
四
九
%
、
出
牒
地
三
二
・
五
一
%
で
る
る
。

第第第第

一
ヱ
ニ
ヱ
三

工

四

ヱ

ム
l
会
民

一亘穴・諮問



註
ハ
1
J
警
海
銀
行
調
査

(
2
v
肇
湾
総
督
府
殖
産
局
l
緋
地
賃
貸
経
済
調
査

〈

3
〉
高
雄
市
役
所
寅
地
調
査

ハ
4
V
製
櫛
曾
枇
震
地
調
査

昭
和
十
四
年

第

五

節

内
地
人
耕
地
所
有
と
所
有
準
出
性
絡

第

項

種
族
別
土
地
所
有
欣
態

資
本
家
は
農
企
業
を
経
替
す
る
に
嘗
り
、
先
づ
第
一
に
土
地
を
獲
得
せ
ね
ば
な
ら
友
い
。
即
ち
本
源
的
土
地
投
資
を
行
ふ
に
あ
ら

ざ
れ
ば
安
全
に
企
業
左
経
替
す
る
を
得
な
い
。
然
る
に
、
墨
聞
に
は
平
地
に
は
本
島
入
が
頗
る
多
く
、
何
憎
め
て
調
密
人
口
で
あ
り
、

山
地
に
は
高
砂
抜
が
居
住
し
て
ゐ
る
。
斯
る
澗
総
人
口
地
帯
に
封
し
て
内
地
人
は
如
何
な
る
程
度
に
土
地
を
所
有
し
得
て
ゐ
る
か
。

即
ち
種
技
別
土
地
所
有
闘
係
を
分
析
す
る
と
と
は
農
業
政
策
を
理
解
す
る
に
必
要
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
栽
植
企
業
構
造
を
研
究
下

る
に
は
不
可
依
の
要
件
で
あ
る
。
即
ち
栽
植
企
業
は
土
地
所
有
の
如
何
に
依
り
、
全
面
的
に
経
醤
形
態
を
具
に
す
る
に
至
る
も
の
で

あ
る
。
然
ら
ぽ
、
内
地
入
、
本
島
入
、
高
砂
族
及
び
外
閑
人
は
如
何
な
る
程
度
に
耕
地
を
所
有
し
て
ゐ
る
か
。
嘉
繍
門
口
内
有
耕
地
総
雨

詮
(
1
)

積
八
十
三
高
四
千
六
百
十
甲
歩
の
種
族
別
所
有
関
係
を
示
せ
ぽ
弐
の
如
く
で
あ
る
。

種

族

別

耕

地

所

有

閥

係

計砂地

族人

積

一

割

甲一

一一

O
、
九
四
三

二一、
O
四
七
一

八
三
四
、
六
一

O
一

地

族

室井

種

BU 

面

高内

o 
?了子%
O四二l合
O 四九|

七

五
四七|積
五五甲|

族

関j

入
O 五. .<: 
Oニド|合
一六

種

地

面

外本

岡島

警
四
時
に
於
け
る
内
地
系
曾
枇
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態

一
一
七



百
繁
捕
時
に
於
け
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態

一
一
八

か
く
内
地
人
は
こ
こ
・
二
九
%
、
本
島
人
は
八
五
・
二
六
%
を
所
有
し
、
奈
簡
の
耕
地
は
近
代
的
開
拓
者
た
る
内
地
人
と
原
住
農
排

者
た
る
本
島
人
と
が
分
割
所
有
し
て
ゐ
る
。
か
く
て
内
地
人
は
基
本
的
生
産
手
段
と
し
て
の
耕
地
を
十
一
高
九
百
四
十
三
甲
所
有
し

そ
心
総
排
地
に
到
す
る
割
合
は
一
一
一
一
・
二
九
劣
で
あ
る
e

第

二

項

地
域
別
内
地
人
土
地
所
有

蓋
簡
に
於
て
内
地
人
は
如
何
友
る
地
方
で
土
地
を
所
有
し
て
ゐ
る
か
。
内
地
人
土
地
所
有
は
金
品
的
分
散
性
を
有
し
、
金
品
二
百

七
十
四
市
街
住
(
穆
糊
島
除
外
)
中
、
内
地
人
土
地
所
有
が
存
在
す
る
市
街
庄
は
質
に
二
百
五
十
四
に
建
し
、
僅
か
に
二
千
市
街

LK

K
内
地
人
土
地
所
有
が
存
在
し
な
い
に
過
ぎ
な
い
。
乍
併
、
内
地
人
土
地
所
有
面
積
は
決
し
て
金
品
一
様
で
は
た
く
、
地
域
的
に
願

註
(
2
)

著
な
る
差
異
が
丸
山
る
。
今
州
聴
別
内
地
人
土
地
所
有
欣
態
を
一
不
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

地花蓋高豪華新蓋

レ
L
J
J
1
 

竹中南雄東
蓮

港

州
躍
別
内
地
人
土
地
所
有
朕
態

↑

-

内

拙

人

土

柑

肝

有

一

紙

市

街

庄

毅

一

市

街

庄

数

城

gU 

三
四
三
七
五
四
六
四
四
五一O九

内
地

二四一 i企
均三ミヰで-f:jI!-C(耳 l有
六主 J ポ豆i:....: c:5面
O七四九四一四|蹟
=0七九七八四甲

総

所

有

国

積

一甲

九
一
二
、
六
二
八

一
四
七
、
五
九
四

一六
O
、一一一一一二

二
六
五
二
二
八

一
一
一
回
、
五

O
六

一五、
0
0九

二
O
、
九
一
七

隠臨州州州州チN

一四六五四三
九一五八九三九

内
地
入
所
有
割
合
%
 

五
e

一一一九

一
了
七
九

一
0
・
九
五

二
千
八
O

一さ一
e

四一

一
三
一
・
八
五

四
五
・
九
一

か
く
内
地
人
土
地
所
有
面
積
が
多
き
は
蚕
巾
、
華
南
及
び
高
雄
三
州
で
あ
っ
て
、
内
地
入
所
有
面
積
の
耕
地
面
積
に
封
す
る
割
合

は
北
部
は
・
極
め
て
少
く
、
芸
北
は
五
・
一
一
一
九
%
、
新
竹
は
二
・
七
九
%
に
過
ぎ
や
、
中
部
の
蓋
中
は
一

0
・
九
五
%
で
る
り
、
南
部
で

は
華
南
が
一
五
・
八

O
U問
、
高
雄
が
二
一
一
一
・
問
一
%
で
あ
る
@
然
る
に
東
部
で
は
藁
東
が
二
三
・
八
五
%
、
花
蓮
港
が
四
五
・
九
一
%
の



.
・
両
率
を
示
し
て
ゐ
る
。
か
く
北
部
に
少
き
は
地
慣
が
高
く
、
熱
帯
産
業
的
性
格
を
有
せ
ざ
る
に
反
し
、
中
部
は
優
良
地
が
あ
り
、
南

部
は
熱
帯
庵
業
に
趨
し
、
且
つ
開
設
飴
地
が
る
り
、
地
債
も
比
較
的
低
廉
な
り
し
に
も
依
る
。
東
部
は
本
島
人
が
少
く
、
人
口
稀
薄

に
し
て
開
設
が
遅
れ
た
に
由
来
す
る
。

第

三

項

内
地
入
所
有
地
集
積
地
帯

然
ら
ば
内
地
入
所
有
地
は
如
何
な
る
方
面
に
集
中
し
て
ゐ
る
か
。
最
も
内
地
人
大
土
地
所
有
が
存
在
す
る
は
系
市
州
に
し
て
高
雄

州
之
に
弐
ぎ
、
菜
中
、
花
蓮
描
、
裏
東
に
も
相
営
集
積
し
、
事
北
州
及
棋
新
竹
州
は
最
も
分
散
的
で
あ
る
。
今
市
郡
を
単
位
と
し
、

集
積
度
を
考
察
す
る
に
、
五
千
甲
以
上
八
、
一
千
甲
乃
至
五
千
甲
二
十
一
、
五
百
申
乃
至
千
甲
八
、
五
百
甲
乃
五
千
旧
'
八
、
五
百
甲
以

下
二
十
三
で
あ
る
。
而
し
て
華
南
州
は
嘉
義
、
北
港
、
東
石
の
コ
一
郡
、
高
雄
州
は
鳳
山
、
昇
束
、
潮
州
の
ご
一
部
、
室
中
州
は
北
斗
郡
、

花
蓮
港
蝉
は
鳳
林
郡
で
る
る
。
千
甲
乃
至
五

千川
T

は
菱
商
州
七
郡
、
高
雄
州
四
郡
、
蓋
中

州
四
郡
、
華
北
州
二
郡
、
墓
東
臨
二
郡
、
新

竹
州
一
郡
、
花
蓮
池
属
一
郡
で
あ
る
。

共
に
街
陀
単
位
と
し
て
内
地
人
の
土
地
所

有
以
態
を
考
察
す
る
に
、
所
有
面
積
別
街
庄

教
は
千
甲
以
上
三
十
七
、
五
百
甲
乃
至
千
甲

一
十
一
二
百
甲
乃
至
五
百
甲
七
十
一
、
百
甲

内地人大土地所有分布闘

'j 

以
て
I

百
十
四
で
あ
る
。
而
し
て
千
甲
以
上
街

庄
は
官
宮
市
州
が
十
五
、
高
雄
州
が
十
一
一
、
‘
花

蓮
池
屈
が
四
、
豪
中
州
が
一
ニ
、
壷
北
州
が
二
、
新
竹
州
が
二
、
豪
東
臨
が
一
で
あ
る
の

者
晴
海
に
於
け
る
内
地
系
曾
枇
の
土
地
所
有
主
土
地
管
理
形
態

一
一
九



南
海
に
於
け
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態

第

四

項

内
地
人
進
山
川
耕
地

一一一

O

然
ら
ば
内
地
入
は
問
畑
に
如
何
な
る
都
合
に
進
出
し
て
ゐ
る
か
。
内
地
人
間
刷
所
有
関
係
は
田
が
五
前
三
一
千
九
百
六
十
五
甲
、
畑

が
五
前
向
六
千
九
百
七
十
七
甲
で
略
々
一
等
し
い
が
、
会
島
田
明
綿
面
積
に
劃
す
る
割
合
は
回
が
一

0
・
一
七
%
、
畑
が
一
八
・
七
六
%
で

設
(
3〉

相
封
的
に
は
畑
地
に
著
し
く
進
出
し
て
ゐ
る
と
と
に
な
る
。
各
地
に
於
け
る
田
畑
別
進
出
紋
態
を
示
せ
ば
衣
の
如
く
で
あ
る
。

チH花豪商蓋蓋新事

慈
港東雄南中竹北 際

d
H
H
e
 

け

H
内

地

入

国

畑

所

有

欣

態

内
地
入
所
有
国
一甲一

一
、
九
二
七
一

一、
O
一四一

八
、
六
一
一
二

二
六
、
六
六
八
一

二
一
、
一
五
六
一

七
八
ご

二
、
七
九
五
一

回

一 七八 O 八五|地
O七三八四七八 i総
長三三毛え二-bl国
三八九五八九七 l積
八五七一二 00甲|一一

割

A
口

%
 

=
一
・
二
八

一
・
一
六

八
・
二
二

一
四
・
一
三

一
六
・
五
六

一
0
・七一一一

六・五一一一

内
地
入
所
有
畑
一
畑
総
面
積
↓
割

甲

一

甲

一

=
一
二
一
七
一
一
一
一
回
、
九
五
七
一

三、一

O
三

一

六

O
、四
O
四一

八
、
九
二
七
一
五
五
、
一
一
一
五
O
一

一
五
、
二
三
一
一
七
六
、
コ
一
七
六
一

一
六
、
九
九
二
五
一
二

O
八一

二
、
七
九
七
一
七
、
七
二
四
一

六
、
入
O
七

一

一

O
、一ニ七九一

九一一九 IA
A 己1mJm.ムニー

Mm 

八・五・
一ムハ・
一九・
一ニ一二・一荒

一一一ムハ・一一一

六
五
・
五
八

か
く
同
地
へ
の
進
出
は
事
市
、
高
雄
、
蓋
束
、
花
蓮
港
が
顕
著
で
あ
刷
、
五
高
三
千
九
百
六
十
.h
甲
中
、
二
高
六
千
六
百
六
十
八

甲
即
ち
約
字
分
は
菱
商
州
で
占
め
て
ゐ
る
。
而
し
て
問
地
に
は
雨
期
作
聞
と
皐
期
作
間
が
あ
り
、
各
州
闘
個
別
雨
間
早
期
作
間
割
合
を
見

E窓際州州州州州

る
に
、

m
半
期
作
田
は
華
北
が
七
・
六
四
%
、
新
竹
が
二
・
一
五
%
、
筆
中
が
問
・
問
六
%
、

註
(
4
v

o
d
n、
選
東
が
一
了
二
五
%
、
柁
蓮
港
が
八
・
五
八
%
で
あ
る
の
故
に
蓋
南
州
及
び
高
雄
州
の
内
地
入
所
有
田
は
大
部
分
皐
期
作
同

華
南
が
八
八
・
一
一
%
、
高
雄
が
三
九
・
八

と
推
定
さ
る
。
新
式
製
糖
A
W
U

枇
耕
地
所
有
朕
態
も
同
雨
期
作
同
一
高
五
百
九
十
六
甲
、
国
箪
期
作
は
二
寓
九
十
二
甲
、
畑
四
高
五
千

-
四
百
三
十
二
一
叩
計
七
寓
六
千
百
二
十
一
叩
に
な
っ
て
ゐ
る
。



か
く
本
島
人
は
土
地
生
産
性
に
基
き
雨
期
作
問
、
間
早
期
作
田
、
畑
地
、
山
林
等
の
順
序
に
執
着
力
を
有
l
、
従
っ
て
前
者
稗
強
力

-
な
所
有
植
が
厳
と
し
て
存
し
、
地
債
も
高
額
で
あ
る
。
然
る
に
、
熱
帯
農
企
業
は
地
目
性
よ
り
地
域
性
に
支
配
さ
れ
、
畑
地
、
山
林

等
を
粧
替
地
と
す
る
場
合
が
ゆ
く
友
い
。
勿
論
、
水
田
に
進
出
し
て
稲
作
品
」
競
争
を
な
す
場
合
も
あ
る
が
、
水
聞
に
て
も
開
早
期
作
聞

が
相
剖
闘
係
が
弱
く
、
更
に
畑
地
は
競
争
作
物
も
弱
く
、
原
野
山
林
に
進
出
し
て
畑
地
を
謹
成
す
る
場
合
も
タ
く
た
い
e

さ
れ
ば
内

地
入
は
栽
一
掃
作
物
関
係
及
び
七
地
所
有
関
係
等
よ
り
原
性
民
が
低
度
開
琵
に
建
し
た
、
即
ち
原
住
民
の
資
本
と
技
術
と
を
以
て
し
て

は
開
裂
も
耕
作
も
不
可
能
及
限
界
地
へ
の
進
出
と
な
ら
ざ
る
を
得
左
い
の
で
あ
る
。
即
ち
内
地
入
所
有
地
は
一
般
に
生
産
性
が
低
位

盟
註

(
5
)

と
見
る
べ
き
で
は
た
く
、
資
本
と
技
術
と
を
以
て
自
然
を
克
服
し
新
生
産
手
段
を
建
成
せ
る
を
以
て
技
術
構
成
が
高
度
で
あ
る
e

註
「
l
v
憂
湾
総
餐
府
殖
産
局
l
耕
地
所
有
並
経
営
吠
況
調
査

(
2
〉
塞
湾
総
督
府
殖
産
局
|
前
掲
書
三
頁

ハ
3
v
憂
鶴
間
線
督
府
殖
産
局
1
前
掲
書
一
一
一
一
良

ハ
4
〉
襲
湾
総
督
府
殖
琵
局
l
要
湾
農
業
年
報
昭
和
十
五
年
版
一
一
一
頁

ハ
呂
〉
川
野
草
任
|
「
裏
湾
に
於
け
る
内
地
人
の
土
地
所
有
」
(
農
業
主
経
済
、
第
八
巻
第
十
競
参
照
〉

六

節

一一

l
一一一頁

第

内
地
系
曾
枇
の
土
地
所
有
と
管
理
形
態

項

然
ら
ば
、
内
地
人
土
地
所
有
階
級
は
合
枇
或
は
個
人
が
如
何
た
る
割
合
に
お
り
、
幾
何
の
商
積
を
所
有
し
て
ゐ
る
か
。
土
地
支
配

跡
地
は
如
何
な
る
梓
度
に
内
地
人
殊
に
そ
の
・
資
本
家
に
蹄
せ
る
や
を
見
な
け
れ
ば
危
ら
な
い
。
昭
和
十
六
年
二
月
比
較
的
大
土
地
所
有

第

内
地
人
士
地
所
有
階
叡

が
存
在
す
る
蚕
北
州
五
街
庄
、
新
竹
州
八
街
庄
、
藁
中
州
十
四
街
庄
、
事
南
二
十
二
街
庄
、
高
雄
州
九
街
庄
、
蔓
束
縛
六
街
庄
、
花

惑
搭
蝉
四
偶
陀
計
六
十
八
街
庄

κ於
け
る
内
地
入
土
地
所
有
闘
係
に
就
き
調
寂
せ
る
に
、
そ
の
面
積
は
七
寓
一
千
百
二
十
九
甲
に
し

て
所
有
者
間
同
積
を
示
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
但
し
、
製
糖
舎
祉
、
古
品
目
的
拓
殖
等
は
各
地
に
土
地
を
所
有
せ
る
を
以
て
、
そ
の
合

茶
摘
聞
に
於
け
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態



長
編
聞
に
於
け
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態

計
而
積
(
会
副
積
に
あ
ら
や
)
を
一
括
し
て
示
す
と
と
に
す
る
噴
1
)

製
附
加
合
此
一
一
一
前
向
九
千
九
百
七
十
九
州
叩
(
大
日
本
製
糖
五
千
百
二
十
八
甲
、
明
治
製
糖
五
千
五
十
九
申
、
芸
的
製
糖
一
高
二
千
五

百
二
十
二
削
¥
騨
水
港
製
糖
五
千
百
二
十
七
甲
、
帝
園
製
糖
千
百
八
甲
、
基
来
製
糖
八
千
八
百
五
十
二
甲
、
一
一
一
五
公
司
源
成
農
場
二

千
百
八
卜
四
甲
)
、
製
茶
合
一
枇
一
高
二
千
力
百
七
十
四
甲
(
一
二
井
拓
殖
農
林
一
高
一
千
九
百
六
十
七
甲
、
持
木
商
曾
八
百
七
十
二
甲
、

ー
一一一一

三
山
製
茶
百
三
ト
'
K
甲
〉
、
基
肘
拓
殖
株
式
合
枇
三
千
六
百
七
十
六
甲
、
牽
間
合
同
鳳
梨
株
式
合
枇
千
五
百
十
九
甲
、
農
企
業
合
杭
一

寓
八
百
八
十
問
甲
ハ
三
井
物
産
百
十
六
甲
、
日
本
拓
殖
農
林
五
十
甲
、
墓
轡
化
成
工
業
一
一
十
一
二
甲
、
榊
原
殖
産
四
十
三
甲
、
蓬
莱
拓

植
百
ニ
ト
七
叩
、
高
崎
農
事
四
百
五
卜
甲
、
小
川
香
料
三
十
甲
、
海
盟
農
事
=
一
百
五
十
甲
、
嘉
東
土
地
建
築
百
十
一
一
甲
、
杉
原
車
内
業

千
三
百
九
十
州
市
、
義
東
興
謹
二
千
百
九
甲
、
華
東
殖
産
ご
百
七
十
甲
、
瀬
川
農
場
三
百
五
十
五
甲
、
赤
司
農
場
二
百
八
十
五
甲
、

宰
束
澱
粉
六
十
四
甲
、
川
住
規
那
売
業
二
千
九
百
七
甲
、
葺
東
デ
リ
ス
百
六
十
六
甲
、
蚕
油
開
農
産
工
業
六
百
九
十
甲
、
事
東
振
興
問
百

巾
、
議
東
川
枇
四
十
二
甲
、
花
蓮
品
伸
一
枇
九
十
三
甲
、
吉
野
・
塑
田
・
林
田
一
一
一
一
利
枇
百
十
一
一
一
甲
、
木
村
瑚
排
山
五
百
市
、
永
町
内
足
首

九
ト
五
叩
)
、
側
入
所
有
地
二
千
九
十
七
市
〈
高
城
長
七
六
百
三
十
七
甲
、
松
本
真
一
四
百
一
二
十
八
甲
、
山
岡
二
郎
二
百
五
十
五
甲
、

一
柄
拘
革
推
百
じ
十
一
一
-
叩
、
大
本
米
士
口
百
四
十
.
甲
、
津
田
竹
雄
九
十
四
甲
、
藤
井
源
士
口
六
十
甲
、
座
間
味
浦
戸
間
十
一
甲
、
岡
村
作

本
郎
三
十
七
甲
、
山
中
野
十
郎
一
一
一
十
五
甲
、
林
増
太
郎
二
十
八
甲
、
浅
井
軍
太
郎
二
十
七
甲
、
大
谷
光
瑞
二
千
四
申
、
後
藤
千
代
次
郎

二
ト
三
申
、
ぃ
同
M
m
真
男
二
十
二
巾
、
五
十
嵐
柴
次
郎
二
十
二
甲
、
吉
村
佐
平
二
十
一
日
中
、
佐
藤
盟
十
九
叩
〉
で
あ
る
。

か
く
内
地
人
七
地
提
得
者
は
合
一
杭
と
伺
人
と
に
よ
り
著
し
く
異
な
り
、
合
一
枇
は
各
地
に
分
散
し
て
相
常
而
積
を
所
有
す
る
。
就
中

ぇ
土
地
を
所
有
す
る
は
墨
付
拓
殖
株
式
合
枇
、
製
隣
合
吐
、
三
井
拓
殖
農
業
株
式
合
祉
、
華
街
合
同
鳳
梨
株
式
合
枇
、
杉
原
売
業
株

式
内
枇
、
芸
…
米
興
費
株
式
命
日
リ
航
、
げ
は
規
那
産
業
株
式
合
枇
等
で
る
る
。
個
人
所
有
耐
積
は
三
卜
甲
乃
一
会
数
十
甲
が
多
く
、
百
巾
以
上

は
柿
で
あ
る
。

第
一
一
項

内
地
人
間
刷
山
林
原
野
進
出
度



然
ら
ば
内
地
人
土
地
所
有
者
は
同
畑
山
林
原
野
に
如
何
に
進
出
し
て
ゐ
る
か
。
と
の
進
出
度
は
各
企
業
者
に
依
り
異
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
。
勿
論
・
先
づ
土
地
を
獲
得
し
て
栽
培
作
物
を
決
定
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
特
殊
合
世
に
る
っ
て
は
栽
培
作
物
は
確
定
せ
る

を
以
て
、
自
己
の
栽
培
作
物
を
基
礎
と
し
て
土
地
を
獲
得
す
る
。
従
っ
て
、
各
土
地
所
有
者
は
支
眼
的
地
目
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
今

あ
る
。

調
布
せ
る
内
地
人
土
地
所
有
者
中
に
於
て
回
、
畑
、
山
林
原
野
等
が
明
確
な
も
の
に
就
き
地
目
別
所
有
株
態
を
示
せ
ば
失
の
如
く
で

所

有

者
地

目

別

内

地

入

所

有

面

積

f田

製

糖

曾

社

製

茶

曾

・

枇

憂
湾
拓
殖
株
式
曾
社

鳳
梨
株
式
曾
社

長

企

業

曾

枇

何

人

所

有

地

合

計

回

甲

二
一
、
九
八
四

二
五
二

一
、
五
九
O
-
O
 

七
五
一
一
七
五

一
五
、
七
六
二

甲

一
六
、
五
八
四

回
、
二
五
九

四
八
一

つ
四
O
一一一

一、
O
八
九

一
、
三
七
八

二
五
、
六
九
四

山

八五

四五
五 01野
九 O甲I---J

雑

甲

四
六
四四

一
八一一一一

入

九

計

甲

三
五
、
一
本
三
O

二
一
、
九
七
四

一一、
O
八
九

一
、
五
一
九

五
、
五
O
四

一
、
八
六
六

五
九
、
四
八
二

か
く
蚕
開
拓
殖
株
式
合
一
祉
は
政
府
譲
渡
地
な
る
を
以
て
岡
地
が
大
部
分
を
占
め
、
製
糖
命
百
一
位
は
畑
地
が
多
〈
、
且
つ
水
田
に
も
相

林

原

首
進
出
し
、
山
林
原
野
は
割
合
僅
少
で
あ
る
。
然
る
に
、
鳳
梨
命
日
枇
は
殆
ん
ど
畑
地
に
集
中
し
、
製
茶
舎
一
位
は
山
林
原
野
が
多
く
、

一
O
一一一

、ムハムハ一

一一一一一一一

一八、
O
三
六

山
林
原
野
は
満
点
性
が
大
で
あ
る
。

畑
地
も
網
羅
的
に
相
営
面
積
を
市
め
て
ゐ
る
。

一
般
農
企
業
命
日
世
及
び
個
人
所
有
地
は
問
、
刷
、
山
林
原
野
の
順
序

ι放
っ
て
ゐ
る
。

第

三

項

内
地
入
土
地
盤
作
形
態

内
地
人
土
地
所
有
者
は
如
何
な
る
方
法
に
て
土
地
を
獲
得
し
た
か
。
{
R
有
地
取
持
訟
に
は
程
k

あ
ら
う
が
、

産
一
海
に
於
け
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
主
土
地
管
理
形
態

と
・
与
に
は
一
括
し
て

一一一一一一



要
砲
に
於
け
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態

官
有
地
抑
下
、
民
有
地
買
牧
及
び
柿
下
買
収
の
三
方
法
に
分
ち
考
察
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

一
品
川
山

製

糖

曾

位

一

製

茶

曾

引

紅

一

基
揮
拓
殖
株
式
曾
敬
一

鳳
梨
株
式
曾
枇
一

良

企

業

曾

枇

一

個

人

所

有

地

一

合

計

一

土

地

所

有

者
土

t也

た一

l
f

門リ

裂
が
ド
日

げH

積

区司 -eJ、三重 Cコヨ王ーー
て子千ノ??了苧%1 -̂
ニ=ユフマ亘書 J、cコ主主ユ 1"1:] 
J、J、プL 匡耳 CコJ、~ 

質

三塁 ー‘ 亘書 J、、、、、
ーーヨ玉 Cコーー・ 三;; cコ II酪f
E耳 ー一定ヨ J、 7'<ヨ王町!司人

~三三2'-_C一一L一言-"，，~I一一一

割

合
一
一
梯
下
買
収
一
割

問
切
霊
一
一
回
、
。
動

ユ
一
千
九
一
旦
、
九
回
宜
一

七四九一

一七八四
O

一

一・八五一
九・誼凡一

一一回・
Z
E

S
E
-

一六一

一一一四

計

一.割z
一
一一喜一

合%
 

一00
・00
一00
・00
一00
・00
一()0
・00
一C0
・00
一00
・00
一()0
・00

か
く
内
地
人
十
一
地
健
作
法
は
守
有
地
締
下
が
四
一
・
二
八
%
、
民
有
地
買
牧
が
三
一
一
一
・
一
六
%
、

っ
て
ゐ
る
。
革
問
拓
殖
株
式
合
祉
は
政
府
よ
り
譲
受
け
、
製
糖
命
H

枇
は
問
州
を
要
す
る
と
と
多
く
、
官
有
地
少
き
を
以
て
賢
力
を
以

て
買
収
し
、
凧
梨
人
吋
H

枇
と
製
茶
合
枇
は
挑
下
と
民
牧
を
併
用
し
、

る

下
一
割

甲一

六、六九三

穴、六六六一

草、百八九一
宜九(〕一

九、穴九二一

一、一品八七一

一八、八二〈一

第

四

項

所

有

地

艇

替

形

態

仙
川
下
買
収
が
ご
五
・
五
六
%
に
な

一
般
農
企
業
命
日
枇
と
個
人
と
は
抑
下
に
依
存
す
る
と
と
が
大
で
る

然
ら
ば
、
内
地
入
所
有
地
は
如
何
た
る
粧
轡
形
態
に
て
如
何
友
る
作
物
を
栽
培
経
営
し
て
ゐ
乙
か
。
而
し
て
経
営
主
躍
と
粧
管
形

態
と
栽
培
作
物
と
は
如
何
な
る
閥
聯
性
が
あ
る
か
。
所
有
者
別
問
替
、
小
作
、
自
小
作
並
に
栽
培
作
物
を
示
せ
ば
攻
の
如
く
で
あ
る
。

所

有

者
内
地
入
所
有
地
紋
替
並
栽
培
作
物

作

自

ロ
ド
~
小
作
叫
山

{

一

自

作

計

主

栽l

作

物|培

冨UI作

物



鳳

梨

食

最士

穴
、
塾

J
E一
五
一
一
一
凡
、
喜
一
夫
、
宮
町
長
時
J

ハ

大

部

直

営

、

一

部

分

飢

制

組

向

調

相

ー
ー
ド

l
I
L
-
-
L
1
1
l
'門
川
い
1
1
1
1
1
!
|
|
-
E年
輪
作
l

i

E

、
一
一
査
一
九
、
主
一

l
一
ご
一
、
九
七
止
茶
ハ
直
営
〕
一
間
銅
山
崎
惜
山
積
、
百
号
|

喜
一
九
一
一
回
一

l
一

一

三

鳳

梨

量

管

一

菜

、

語

、

芭

蕉

ハ

小

作

)

↑

ー

ー

-

一

一

管

)

て

き

一

上

一

、

z
o
o一
ベ
五
九
O
一
水
稲
、
豆
類
、
甘
薦
、
甘
藷
、
落
花
生
ハ
小
作
)
デ
リ
ス

J
t
一

九o
o
-
A、四
O

穴
一
一
、
四
豆
一
。
、
七
回
一
且
一
茶
、
ゴ
ム
、
香
水
茅
、
デ
ロ
ス
、
柑
橘
、
規
那
、
桐
、
伽
排

一

一

一

亘

一

ハ

直

営

)

水

稲

、

キ

ヤ

γ
サ
バ
、
蕗
花
生
、
甘
藷
(
小
作
〉

引
い
ん
ん
(
一

J
U
一
寸
ベ
副
司
計
七
引
糾
引

U
1

豆
、
支
ユ
室
、
宅
一
一
-
一
一
、
一
一
喜
一
交
、
一
一
塁
一

製

糖

曾

社

製

茶

曾

社

メ弘
ロ

計

か
く
製
糖
合
祉
、
製
茶
命
日
祉
、
鳳
梨
舎
祉
は
白
壁
型
車
一
耕
作
で
あ
り
、
雑
作
を
小
作
鰹
替
し
て
ゐ
る
。
菱
商
拓
殖
は
小
作
型
多
種

耕
作
で
あ
り
、
新
興
作
物
デ
習
ス
を
直
替
と
な
し
て
ゐ
る
。

一
般
農
企
業
舎
一
枇
並
に
個
人
は
一
賞
作
業
化
せ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
原

料
生
局
農
場
の
場
合
も
る
る
。
殺
培
作
物
よ
り
鮭
管
轄
に
よ
り
経
管
形
態
を
異
に
す
る
傾
向
が
大
で
あ
る
。
犬
臨
、
自
替
は
四
八
・

九
O
d向
、
小
作
は
一
九
・
九

O
%、
自
小
作
は
コ
一
了
二

O
%
で
過
字
は
白
替
で
あ
る
。
小
作
粧
品
凸
に
が
、
て
も
単
な
る
地
代
を
取
得
す

る
た
め
で
な
く
、
肖
然
的
並
に
枇
合
的
僚
件
に
制
約
さ
れ
、
小
作
契
約
を
通
し
て
原
料
を
確
保
す
る
七
叱
経
済
的
に
有
利
と
す
る
場
合

が
少
く
な
い
P

基
的
に
於
て
は
農
企
業
を
経
替
す
る
目
的
を
以
て
土
地
を
獲
件
す
る
も
の
で
経
告
と
所
布
が
筏
緩
に
結
合
し
、
資
本

開
拓
明
機
能
地
主
的
性
格
を
有
し
、
本
源
的
土
地
所
有
は
農
企
業
経
替
の
前
提
で
あ
り
、

一
博
成
要
素
と
し
て
の
役
割
を
有
す
る
も

基
聞
に
於
け
る
内
地
系
曾
散
の
土
地
所
有
と
土
地
管
理
形
態

一一一五



襲
揮
に
於
け
る
内
地
系
曾
祉
の
土
地
所
有
と
土
地
管

の
で
あ
る
。

註

(
1
〉
昭
和
十
六
年
二
月
符
庄
役
場
開
合
調
査

理
形
態

一一一六


